
国民健康保険税 減免判定簡易フロー　（新型コロナウイルス感染症関係）

保険税額の

一部が免除されます

会社の倒産や解雇等、非自発的な

失業により失業保険を受給している

申請により非自発的失業にかかる

保険税の軽減制度を適用します

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が

死亡または１か月以上の治療を要するなど重篤な傷病を負った

世帯の主たる生計維持者の

事業収入・不動産収入・山林収入

のいずれかが令和３年と令和４年

を比べて１０分の３以上減少する見

込みである

保険税が

全額免除されます

※医師による死亡診断書または

診断書の写しが必要となります

世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産

収入・山林収入のいずれかが令和３年と令和４年を比べ

て１０分の３以上減少する見込みである

対

象

外

世帯の主たる生計維持者の令和３

年中の所得の合計額が１０００万円

以下である

減少が見込まれる所得以外の前

年（令和３年）の所得が４００万円

以下である

減少が見込まれる収入の前年（令和３年）の

所得が０やマイナスである

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ


